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船舶事故調査報告書 

 

                              令和３年２月２４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和２年７月７日 ０４時３０分ごろ 

発生場所 山口県長門市青海
お う み

島北西方沖 

 今岬灯台から真方位０６２°１.９海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３４°２５.９′ 東経１３１°０９.９′） 

事故の概要  漁船清
きよし

丸は、航行中、岩に乗り揚げた。 

 清丸は、右舷後部船底外板の破口等を生じた。 

事故調査の経過 令和２年７月２８日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等  

 

漁船 清丸、１２トン 

ＹＧ２－７６３４（漁船登録番号）、個人所有 

１４.９４ｍ（Lr）×３.６９ｍ×１.１９ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、５６９kＷ（動力漁船登録票による）、平成３年

４月２６日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ３５歳 

一級小型船舶操縦士 

免許登録日 平成１６年３月２６日 

免許証交付日 平成３０年４月１０日 

        （令和６年３月２８日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 右舷船尾部船底外板に破口及び擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西南西、風力 ４、視界 良好 

海象：うねり 波向 西南西、波高 約１.０～１.５ｍ、潮汐 低

潮時 

 事故の経過 本船は、船長ほか２人が乗り組み、いわし
．．．

すくい網漁の目的で、

令和２年７月７日０１時１０分ごろ長門市湊
みなと

漁港を出港し、同市北

部沿岸で魚群探索を行った後、０３時００分ごろ山口県深川
ふ か わ

湾中央

部で操業を始めた。 

本船は、０３時４０分ごろ深川湾北東部に移動し、０.７５Ｍレン

ジとしたレーダー、横幅を約３～４Ｍに設定したＧＰＳプロッタ

ー、魚群探知機及びソナーを作動させ、漂泊して操業を再開した。 
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本船は、０４時００分ごろ西南西方からの風及びうねりを受ける

ようになり、東北東方へ流されては機関を始動させて西南西進して

再び漂泊した状態で操業を行うことを数回繰り返した。 

船長は、０４時２０分ごろ更に風が強くなったと感じ、周囲の海

上に風浪が発生しているのを認めたので、圧流を抑える目的で、船

尾からパラシュート型シーアンカーを投入し、船首が東北東方を向

いた状態で東北東方へ流されながら操業を続けた。 

船長は、魚をいけす
．．．

に移し終えて操舵室に戻り、魚群探知機及び

ソナーの画面を見たところ、水深が浅くなっていることを認め、青

海島北西岸に接近していることに気付いた。 

船長は、青海島北西岸から離れる目的で、甲板員にパラシュート

型シーアンカーを揚収するように指示し、同アンカーの揚収を終

え、クラッチレバーを前進として左舵一杯としたところ、０４時３

０分ごろ船底に衝撃を感じた。 

本船は青海島西方沖で停船し、船長が、ＧＰＳプロッターの画面

を見て‘青海島北西方沖の岩’（以下「本件岩」という。）を乗り切

ったことを知り、本船の損傷状況を確認して自力航行可能と判断

し、湊漁港に帰港して水揚げを行った後、造船所に向かった。 

船長は、昼ごろ、造船所を訪れた海上保安庁に本事故のことを聞

かれ、本事故の調査を受けた。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ 本船、写真２ 本船の右

舷船尾部の損傷状況 参照） 

 その他の事項 本船の喫水は、船首約０.３ｍ、船尾約１.７ｍであった。 

船長は、ふだん、山口県油谷
ゆ や

湾で操業を行っており、深川湾で操

業を行うのは２回目で、同湾北東部での操業は今回が初めてであっ

た。 

船長は、レーダーやＧＰＳプロッターで周囲の状況を確認しなが

ら操業を行えば、大体の水路状況が分かると思い、出港前に海図等

で操業予定海域の水路調査を行っていなかったので、本件岩の存在

を知らなかった。 

船長は、操業に意識を向け、主にレーダーで船位等の確認を行っ

ており、本事故時、高さ約１.０～１.５ｍの波の影響があり、レー

ダーで本件岩の映像を認識することができなかった。 

船長は、ＧＰＳプロッターには本件岩が表示されていたので、レ

ーダーのみに頼らず、ＧＰＳプロッターと併せて船位等を確認して

いれば、本件岩に乗り揚げることはなかったと本事故後に思った。 

海図Ｗ１１７７（萩港及付近）によれば、本件岩は、平均水面上

の高さが１.０ｍの水上岩である。 

船長は、本事故時、損傷状況を確認して自力航行可能と判断し、

海上保安庁に本事故の発生を通報していなかった。 
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分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、深川湾北東部において、パラシュート型シーアンカーを

投入して漂泊しながら操業中、風浪に圧流されて青海島北西岸に接

近し、船長が、同岸から離れようとした際、同湾北東部での操業が

初めてであり、本件岩の存在を知らずに左舵一杯として本件岩に向

けて航行したことから、本件岩に乗り揚げたものと考えられる。 

船長は、操業経験のない深川湾北東部で操業を行う際、レーダー

やＧＰＳプロッターで確認しながら操業を行えば水路状況が分かる

と思い、レーダー画面のみを見て船位等の確認を行っていたことか

ら、波の影響で本件岩の映像を認識することができず、本件岩の存

在を知ることができなかったものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、本船が深川湾北東部において操業中、船長が、

風浪に圧流された青海島北西岸から離れようとした際、同湾北東部

での操業が初めてであり、本件岩の存在を知らずに左舵一杯として

本件岩に向けて航行したため、本件岩に乗り揚げたものと考えられ

る。 

再発防止策 

 

今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・操業経験がない海域で操業する場合、事前に海図等により水路

調査を行うこと。 

・海上の波が高い場合、水上岩はレーダー画面で認識が困難なこ

とがあるので、ＧＰＳプロッターを活用して岩や浅所の存在を

確認すること。 

・船長は、事故発生後、速やかに海上保安庁に通報すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 事故発生場所 
（令和２年７月７日  

０４時３０分ごろ発生） 

青海島 

青海島 

今岬灯台 

山口県 

山口県 

長門市 

本件岩 

湊漁港 

深川湾 
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写真１ 本船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 写真２ 本船の右舷船尾部の損傷状況  

 

 

 


